
１．新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた
営業時間短縮の協力要請について【青森県からの提供資料】

八戸市中心街の飲食店に関連した感染が急速に拡大している状況を踏まえ、
感染拡大の封じ込めを図るため、営業時間短縮の協力要請を実施します。
（新型インフルエンザ等対策特別措置法 第24条第9項に基づく営業時間短縮の協力要請）

１．対象期間
令和３年９月 １日（水） ０時から
令和３年９月１２日（日）２４時まで

２．対象施設
食品衛生法上の営業許可を受けている飲食店のうち酒類を提供している飲食店

（酒類の提供には、利用者による酒類の店内持込みを含むものとする。）

３．対象区域
八戸市中心街の一部（八戸市大字 岩泉町、大工町、鷹匠小路、朔日町

寺横町、⾧横町、三日町、六日町）

４．要請内容 ５時から２０時までの時間短縮営業
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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対策について



※ 中小企業はA又はBのいずれかの算定方法を選択可
※ 協力金の支給額は、1施設当たり1日単価✕12日間

(9月3日までに開始する場合は御協力いただいた日数分)

前年度又は前々年度の１日当たりの売上高

～8万3333円 8万3333円～25万円 25万円～

中小企業者
A 売上高による方法 2.5万円／日 2.5～7.5万円／日

（1日の売上高の3割） 7.5万円／日

B 売上高減少額による方法 【計算式】1日当たりの協力金の額 ＝ 前年度又は前々年度からの1日当たり売上高減少額×0.4
【上限額】20万円又は前年度若しくは前々年度の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額大企業（B 売上高減少額による方法）

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協力金

八戸市中心街を対象として、下記の対象となる施設を運営する事業者に対し、令和３年９月１日（水）０時から令和
３年９月１２日（日）２４時までの期間、５時から２０時までの営業時間短縮の協力要請について、感染防止対策を徹底
した上で、全面的に御協力いただいた場合に、「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協力金」を支給します。

【①実施スキーム】

【➁対象となる要件】
令和３年８月３１日（火）以前から開業しており、令和３年９月１日（水）０時から令和３年９月１２日（日）２４時

までの期間、５時から２０時までの時間短縮営業に全面的に御協力いただくこと。
※ 業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底すること。
※ 従前より５時から２０時までの時間の範囲内で営業している店舗は要請対象外。
※ 準備期間を要する場合は、遅くとも令和３年９月３日（金）までには開始すること。

【③支給額の単価】

八戸市中心街（※１）で、食品衛生法上の営業許可
を受けている飲食店のうち酒類を提供している飲食店
（※２）を運営し、下記の【➁対象となる要件】を
満たした事業者
※１ 八戸市大字 岩泉町、大工町、鷹匠小路、朔日町

寺横町、⾧横町、三日町、六日町
※２ 酒類の提供には、利用者による酒類の店内持込みを含む

県 八戸市補助金
【補助率】
10分の10 協力金

（売上高等により変動）

申請
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【参考】営業時間短縮の協力要請に係る対象区域(概略図)

国道340号

はっち
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八戸市
営業時間短縮要請協力金のご案内

青森県が行う、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための営業時間短縮
の協力要請にご協力いただいた、八戸市内の対象となる飲食店に対して協
力金を支給します。

協力金の支給額

【中小企業（個人事業主を含む）】 ※前年度又は前々年度の売上高

中小企業は下記の売上高減少額方式を選択することも可能です。

【大企業】 1日当たりの売上高減少額の40% （1日当たり「上限20万円」又は「売上高×0.3」のいずれか低い額）

1日の売上高(※） 8万3,333円以下 8万3,333円超 25万円未満 25万円以上

協力金の支給額 2.5万円/日 売上高の3割/日 7.5万円/日

〇対象店舗が協力要請の対象期間中のすべての日において、営業時間短縮の要請にご協力いた
だいていること。ただし、準備期間が必要な場合は遅くとも令和３年９月３日（金）までには開始して
いること。（協力金の支給は、期間中の要請にご協力いただいた日数分になります）

※「協力」とは、令和３年９月１日（水）０時から９月１２日（日）２４時までの期間において、５時から２０時までの範囲
内への営業時間短縮にご協力いただくことです。

※対象区域内で複数の対象店舗を経営している場合は、すべての対象店舗において営業時間短縮にご協力いた
だくことが必要です。１店舗でも要請にご協力いただけない場合は、協力金を支給できません。

※令和３年８月３１日（火）以前から、２０時から翌日５時を含む時間帯に営業していた対象店舗が、対象期間中５
時から２０時までの時間の範囲内で営業を行うことが要件です。令和３年８月３１日（火）以前から、５時から２０時
までの時間の範囲内で通常営業している場合は、対象外となります。

○令和３年８月３１日（火）以前から開業しており、対象店舗での営業の実態があること

○業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること

〇暴力団員ではないこと

協力金の支給要件

令和３年９月 １日（水） ０時から
令和３年９月１２日（日）２４時まで

対象となる期間

八戸市中心街の一部 （八戸市大字岩泉町、大工町、鷹匠小路、
朔日町、寺横町、長横町、三日町、六日町） 裏面地図参照

対象となる区域

５時から２０時までの範囲内への営業時間短縮要請内容

営業時間短縮要請の概要

食品衛生法上の営業許可を受けている飲食店のうち酒類を提供
している飲食店（酒類の提供には、利用者による酒類の店内持込
みを含むものとする）

対象店舗

裏面もご覧ください ４



申請書等に必要事項をご記入の上、必要書類を添えて原則郵送で申請してください。
〒031-8686 八戸市内丸一丁目１－１ 八戸市時短協力金担当 あて

※申請書類は９月１０日（金）１５時を目途に八戸市ホームページに掲載します。
また、八戸市庁別館１階出納室向かいにも設置します。

申請方法

令和３年９月１３日（月）から１０月２９日（金）まで（当日消印有効）

申請期間

１．協力金交付申請書

２．（１）飲食店営業許可証の写し
（２）外観写真（店舗名が確認できるもの）
（３）内観写真（感染防止対策をしていることが確認できるもの）
※申請店舗ごとに提出が必要です。

３．営業時間短縮の実施状況がわかるもの
※営業時間短縮を実施していることを示すチラシ（別添のチラシをご活用ください）を、店舗外側等
の見やすい場所に掲示している写真等

４．店舗の前年度または前々年度の飲食部門の売上高がわかるもの
・法人：法人税の確定申告書別表一の控え、法人事業概況説明書（月別売上高）の控え等
・個人：所得税の確定申告書第一表の控え、青色申告決算書（月別売上高）の控え等
・共通：売上台帳等の帳簿の写し（９月分）

※売上高減少額方式で支給額を算定する場合には、店舗の今年度の飲食部門の売上高がわかるもの（月別売
上高）も必要となります。

５．酒類を提供していることがわかるもの
※申請店舗ごとに提出が必要です。
※酒類を提供していることがわかるメニュー表の写し等

６．申請者名義の口座の通帳の写し
※おもて面と通帳を開いた１、２ページ

７．本人確認書類の写し（個人事業主の場合）
※運転免許証両面等

必要書類（予定）

お問合せ先

青森県が行う営業時間短縮の協力要請について

協力金の申請方法などについて

八戸市時短協力金担当
０１７８-４３-２１３８
受付時間 ９：００～１７：００（土日祝日を除く）

青森県危機対策本部 ０１７-７３４-９０８８

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
電話でのお問い合わせにご協力ください。 地図出典:国土地理院

対象区域

申請書（八戸市ホー
ムページ）はこちら
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【実施期間】  

令和３年９月  日（  ） ～ ９月１２日（日） 
 

通 常 の 開 店 時 間  通 常 の 閉 店 時 間 

 時  分 ～  時  分 

 

期間 中の 開店 時 間 
 

期間 中の 閉店 時 間 

 時  分 ～  時  分 

 
 

店 舗 名  

住 所  

（責任者：          ） 

青森県の要請に基づき、新型コロナウイルス感染症感染拡大 

防止のため、当店は営業時間短縮を実施します。 

お客様におかれましては、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

当 店 を ご 利 用 の お 客 様 へ 



  議員全員協議会資料 

       令和３年８月30日 

 

 

                              

 

 

 

 

 

処分年月日 令和３年８月３０日  

 
 

◎ 一般会計補正予算 

 

   １ 歳 出 ３８８，２４０千円 

 

(1) 営業時間短縮要請協力金給付事業費〈新規〉 318,240 

(2) 第３次八戸市新型コロナウイルス対策支援金〈増額〉 70,000 

  

  

 

 

   ２ 歳 入 ３８８，２４０千円 

 

(1) 県支出金 318,240 

(2) 繰越金 70,000 
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令和３年度八戸市一般会計 

補正予算専決処分の概要 
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２ 市立小・中学校の対応（令和３年９月１日～30 日） 

 

 

(1)  学校行事等（修学旅行、遠足、職場体験など）は、延期や中止をする。 

(2) 部活動等（中学校部活動、小学校スポーツ活動・文化活動の練習、対外試合など）を禁止する。 

(3) 学校の施設開放を中止する。 

議 員 全 員 協 議 会 資 料 
令 和 ３ 年 ８ 月 ３ ０ 日 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対策について 
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